
令和 5年度・保護者向け 20230530 

吹田市私立幼稚園給食費補助金のご案内 

 令和 5年度に私学助成幼稚園を利用する子供について、給食費のうち副食費（おかず、おや

つ）相当分を補助します。  

 対象者 

 吹田市から施設等利用給付認定（新 1・2・3 号認定）を受けて、私学助成幼稚園を利用してお

り、次の条件のいずれかに当てはまる子供。 

 前期分（４月～８月） 後期分（９月～３月） 

1 
父母の令和 4年度市町村民税所得割額の合計額が

77,101 円未満である世帯の子供※1・２ 

父母の令和 5年度市町村民税所得割額の合計額が

77,101 円未満である世帯の子供※1・２ 

2 小学校 3年生までのきょうだい※３からカウントして第３子以降となる子供 

3 生活保護受給世帯又は里親に委託されている子供 

※１ 市町村民税所得割額は、税額控除（寄附金税額控除、住宅借入金等特別税額控除など）の適用前のもので審査します。 

※２ 祖父母と同居している場合で、父母の収入のみで生計が成り立っていると認められない場合は、祖父母の市町村民税額で判断します。 

※３ 小学校就学前の子供は、認可保育所・認定こども園・幼稚園・企業主導型保育事業・障がい児通所施設等を利用する子供に限ります。 

 補助内容 

 給食費のうち副食費相当分として保護者が負担する額（月額 4,700 円まで） 

 主食費（ごはん・パン）は対象になりません。 

 施設に支払う副食費相当額と 4,700 円を月ごとに比較して、いずれか低い方の金額を補助金額とします。 

 給食費に未納がある場合や、教育時間前後・長期休業期間中の預かり保育での給食費は補助対象外です。 

 課税関係書類の提出について 

 補助を希望する方については、前期分（４月～８月）と後期分（９月～３月）に分けて、吹田市で課税状況

等を審査します。対象年度の市民税が未申告の方や他市町村から転入された方は、課税状況等の確認のため、

課税関係書類の提出をお願いします。ただし、補助を希望しない場合や、補助要件に該当しないと保護者の方

で判断された場合は不要です。また、課税関係書類を提出いただいた場合でも、補助要件に該当しない場合は

補助対象外となります。 

 

※１ 勤務先から給与支払報告書が提出されている方や確定申告書を提出された方は不要です。 

※２ 証明書の名称は市町村によって異なります。また、課税証明書は市町村民税所得割額及び税額控除の内訳が記載されたものが必要です。 

   配偶者の方が控除対象配偶者（又は同一生計配偶者）であることが課税証明書で分かる場合は、配偶者の方の課税証明書は不要です。 

 前期分（４月～８月） 後期分（９月～３月） 

令和 4年１月１日以前から吹田市に

住民登録があり市民税が未申告の方 

令和 4年度市民税・府民税申告

書を吹田市の市民税課へ提出※１ 令和 5年度市民税・府民税申告書を吹田市の

市民税課へ提出※１ 
令和 4年１月２日から令和 5年１月

１日までに吹田市に転入した方 令和 4年度住民税課税証明書※２ 

またはマイナンバーの分かる書類＋本

人確認書類（海外に居住していた場合

は海外収入の分かる書類） 

令和 5年１月２日以降に吹田市に転

入した方・単身赴任等で吹田市外に

お住まいの方 

令和 5年度住民税課税証明書※２またはマイナンバー

の分かる書類＋本人確認書類（海外に居住していた

場合は海外収入の分かる書類） 



 手続きの流れ 
 補助を希望し、補助要件に該当する方には、吹田市から補助金対象者へのお知らせと交付申請書をお送りし

ます。保護者の方は、給食費を園へお支払いいただいた後に吹田市へ交付申請を行ってください。後日、吹田

市から保護者の方へ補助金を支給します。 
①施設等利用給付認定申請書の提出 

   ②施設等利用給付認定通知書の送付 

       ④課税関係書類の提出案内（必要な方のみ） 

   ⑤課税関係書類の提出（必要な方のみ） 

  ⑥補助金対象者へのお知らせ 

  ⑧交付申請書の送付 

⑨交付申請書の提出 

③園の利用      ⑩補助金の支払い 

 給食費の支払い 

 

 ⑦給食費補助金対象者の連絡 

  給食費の納付状況の確認 

 

 

 

 Ｑ＆Ａ 

No 問い 答え 

1 
補助金対象者へのお知らせが届きましたが、今年

度はすべて補助対象となりますか。 

前期分（４月～８月）と後期分（９月～３月）で補助要件が異なりますので、課

税状況等により補助対象外となる場合があります。また、途中退園や市外転出し

た場合は、補助対象となるのは吹田市で認定を受けていた期間のみとなります。 

2 
補助対象者は幼稚園へ給食費を支払わなくてよい

のですか？ 

吹田市では償還払い（保護者が給食費を支払った後に、市から保護者へ補助金を

支払う方式）にて実施します。したがって、補助対象者の方も先に幼稚園へ給食

費をお支払いいただく必要があります。 

3 
世帯状況や課税状況に変更があった場合はどうし

たらよいですか。 

年度途中から補助対象又は対象外となる場合がありますので、すみやかに担当窓

口までご連絡ください。 

４ 
アレルギーのため自宅からお弁当を持参していま

すが、補助の対象になりますか。 

本補助金の対象となる費用は、幼稚園へ支払った給食費に限られます。したがっ

て、持参されたお弁当の費用は補助対象外です。 

5 
給食費補助金の交付を希望しない場合はどうした

らよいですか。 

施設等利用給付認定申請書の提出時にお申し出いただくか、補助金対象者へのお

知らせが届いた後、「吹田市私立幼稚園給食費補助金の交付を希望しない旨の申出

書」をご提出ください。様式は吹田市ホームページに公開しております。 

6 
交付申請書はいつ届きますか。また、支給はいつ

されますか。 

【前期分】令和 5 年９月上旬交付申請書の送付・10 月末支給 

【後期分】令和 6 年３月上旬交付申請書の送付・4 月末支給 

を予定しています。 

 

※Ｑ＆Ａに記載された内容以外で御不明な点がございましたら、下記担当までお問い合わせください。 

【問い合わせ先】〒564-8550（住所不要） 

吹田市児童部保育幼稚園室 経理グループ 利用費担当 電話：06-6384-1592 

  

補助対象者 


